
国
・
県
な
ど
の
行
政
機
関
で
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
申
請
・
届
出
を
受
け
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
公
的
個
人
認
証
法

に
基
づ
き
、
電
子
的
に
本
人
で
あ
る
こ

と
を
証
明
し
、
か
つ
安
全
で
確
実
に
電

子
的
な
取
引
が
で
き
る
公
的
個
人
認
証

サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
自
宅
の
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
し
て
国
・
県
へ
の
申
請
・

届
出
な
ど
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

の
で
、
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
申
請

や
届
出
で
は
、
他
人
に
よ
る
な
り
す
ま

し
や
通
信
途
中
で
内
容
の
改
ざ
ん
が
行

わ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
は
、
こ
れ

ら
を
防
止
す
る
た
め
に
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
）
を
利
用
し
て
、

本
人
確
認
が
で
き
る
手
段
（
電
子
証
明

書
）
を
提
供
す
る
も
の
で
す
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
）
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。
住
民
課

窓
口
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

こ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
電
子
証
明
書
を

記
録
し
ま
す
。（
下
図
参
照
）

な
お
、
電
子
証
明
書
の
発
行
は
都
道

府
県
で
す
が
、
発
行
申
請
や
交
付
な
ど

の
窓
口
は
市
町
村
が
行
い
ま
す
。
証
明

書
の
有
効
期
限
は
３
年
で
す
。

た
だ
し
、
住
所
や
氏
名
な
ど
変
更
し

た
と
き
は
、
有
効
期
間
内
で
も
無
効
と

な
り
ま
す
。

※
電
子
証
明
書
発
行
手
数
料

５
０
０
円
（
３
月
31
日
ま
で
は
無
料
）
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〜
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
が
ス
タ
ー
ト
〜

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
っ
て
？

電
子
証
明
書
を
取
得
す
る
に
は
？

電子証明書を取得する手続き�
ï
住
民
課
窓
口
へ

出
向
く

ò
本
人
確
認
後
、

ご
自
身
に
よ
る
鍵
生
成

ñ
申
請
手
続
き
（
申
請
書
提
出
）

ó
本
人
確
認

・
実
在
し
て
い
る
こ
と

（
住
民
基
本
台
帳
デ

ー
タ
と
突
合
）

・
本
人
で
あ
る
こ
と

（
公
的
機
関
の
写
真

付
き
身
分
証
明
書

（
運
転
免
許
証
な
ど
）

で
確
認
）

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
）
を
持
参

・
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
へ
電
子
証
明
書
の
発
行
に
必

要
な
鍵
ベ
ア
（
暗
号
）
を
生
成

・
鍵
生
成
装
置
（
住
民
課
窓
口
に
設
置
）

ô
電
子
証
明
書

発
行

埼
玉
県
知
事
が
発
行

ö
電
子
証
明
書
の
交
付

町
で
は
、
心
身
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
か
た
が
気
軽
に

外
出
で
き
る
よ
う
に
タ
ク
シ
ー
券
・
ガ
ソ
リ
ン
券
の
交
付

を
し
て
い
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
制
度

利
用
券
１
枚
に
つ
き
６
６
０
円
の
割
引
を
受
け
ら
れ
る

制
度
で
す
。
年
間
交
付
枚
数
は
24
枚
で
す
。
タ
ク
シ
ー
券

か
ガ
ソ
リ
ン
券
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

利
用
で
き
る
人
は

①
身
体
障
害
者
手
帳
（
あ
か
い
手
帳
）
の
１
・
２
・
３
級

を
お
持
ち
の
か
た

②
療
育
手
帳
（
み
ど
り
の
手
帳
）
の
Ａ
・
Ａ
・
Ｂ
を
お
持

ち
の
か
た

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
み
ず
い
ろ
の
手
帳
）
の

１
、
２
級
を
お
持
ち
の
か
た

ど
ん
な
と
き
に
使
え
る
の

〈
タ
ク
シ
ー
券
〉

県
内
に
営
業
所
の
あ
る
タ
ク
シ
ー
会
社
及
び
個
人
タ
ク

シ
ー
を
利
用
す
る
と
き

〈
ガ
ソ
リ
ン
券
〉

町
内
に
あ
る
指
定
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
給
油
す
る

と
き

申
請
に
必
要
な
も
の
は

障
害
者
手
帳

〈
※
今
回
か
ら
車
検
証
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
〉

交
付
す
る
日

日
程

３
月
26
日
ª
、
29
日
∑

時
間

午
前
９
時
〜
正
午

午
後
２
時
〜
４
時
30
分

場
所

庁
舎
１
階
　
会
議
室
１
０
１

※
都
合
が
つ
か
な
い
か
た
は
、
例
年
ど
お
り
福
祉
課
窓
口

で
交
付
し
ま
す
。
（
交
付
で
き
る
の
は
、
３
月
26
日
ª
以

降
に
な
り
ま
す
）

問
合
せ
先

福
祉
課
障
害
者
福
祉
係
　
内
線
１
６
３
・
１
６
４

タクシー券・ガソリン券を交付しますタクシー券・ガソリン券を交付します

d

d d d

電
子
証
明
書
を

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の

中
に
記
録
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蓮
田
都
市
計
画
（
蓮
田
市
・
白
岡
町

・
菖
蒲
町
）
で
は
、
白
岡
町
大
字
篠
津

の
押
出
・
志
部
地
区
に
係
る
用
途
地
域

を
変
更
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
変
更
案
の
縦

覧
を
下
記
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

都
市
計
画
の
種
類

蓮
田
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に

つ
い
て
（
埼
玉
県
決
定
）

変
更
内
容

平
成
13
年
５
月
に
施
行
さ

れ
た
都
市
計
画
法
の
改
正
に
よ
り
、
既

存
宅
地
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
な
ど
無
秩

序
な
市
街
化
が
進
む
恐
れ
が
な
く
な
っ

た
こ
と
や
、
平
成
15
年
７
月
に
埼
玉
県

第
５
回
区
域
区
分
見
直
し
基
本
方
針
が

公
表
さ
れ
、
暫
定
逆
線
引
き
制
度
が
廃

止
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
用
途
地
域

の
廃
止
等
を
行
い
ま
す
。

縦
覧
期
間

３
月
５
日
ª
〜
19
日
ª

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分
ま
で

縦
覧
場
所

白
岡
町
都
市
計
画
課
、
蓮

田
市
都
市
計
画
課
、
菖
蒲
町
都
市
計
画

課
、
埼
玉
県
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
杉

戸
県
土
整
備
事
務
所
で
行
い
ま
す
。

意
見
書
の
提
出

都
市
計
画
の
変
更
案

に
対
し
て
意
見
の
あ
る
か
た
は
、
縦
覧

期
間
内
に
埼
玉
県
あ
て
に
、
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

意
見
書
は
、
白
岡
町
都
市
計
画
課
窓

口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
意

見
書
を
提
出
で
き
る
か
た
は
、
蓮
田
市

・
白
岡
町
・
菖
蒲
町
の
住
民
ま
た
は
利

害
関
係
人
で
す
。

問
合
せ
先

都
市
計
画
課
都
市
計
画
係

内
線
２
３
２
、
２
３
３

埼
玉
県
都
市
計
画
課

1
０
４
８
（
８
３
０
）
５
３
４
１

インターネットによる�
オンライン申請・届出のイメージ�

自宅のパソコンか
ら申請や届出をし
たい行政機関のホ
ームページを開き、
必要な項目を入力
します。

ステップ2 ステップ4
送信をクリックす
ると、申請書・電
子署名・電子証明
書が暗号化されて
行政機関に送られ
ます。

ステップ5
行政機関で、電子
証明書の確認や申
請書との照合が行
われ、申請や届出
が受け付けられま
す。

クリック

現
時
点
で
利
用
可
能
な
の
は
、
国
税
に

関
す
る
手
続
き
で
、
試
験
導
入
を
行
っ
て

い
た
一
部
の
地
方
の
所
得
税
や
個
人
事
業

者
の
消
費
税
の
納
税
申
告
に
限
ら
れ
て
い

ま
す
。
今
後
、
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保

険
の
老
齢
者
給
付
裁
定
請
求
書
な
ど
順
次

利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
予
定
で
す
。

電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
た
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
を
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
前
も
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ

イ
タ
（
読
み
取
り
装
置
）
を
用
意
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

電
子
証
明
書
の
取
得
の
際
に
住
民
課
で

お
渡
し
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
無
料
）
を

ご
自
分
の
パ
ソ
コ
ン
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し

ま
す
。

問
合
せ
先

住
民
課
住
民
係内

線
１
３
７

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
電
子
申
請
・
届
出
の
方
法
は
？

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
で

で
き
る
も
の
は
？

ステップ1

ステップ3
パソコン画面上で
「電子署名」をクリ
ックすると、ＩＣ
カードとパソコン
の間で情報が確認
されます。

電子証明書が記録
された住民基本台
帳カードをカード
リーダライタにセ
ットし、暗証番号
を入力します。

申請終了！

用
途
地
域
の
変
更
（案）
の
縦
覧
を
行
い
ま
す


